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１ はじめに 

今日、人口減少、高齢化が進み、地域コミュニティの機能低下が懸念される中、最近

では自然災害の頻発、さらには新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、社会的

課題が複雑化・多様化しています。 

そこで、様々な領域で活動するＮＰＯ・ボランティア団体と企業、行政がそれぞれの

役割分担の下でパートナーシップを形成し、協働することで地域の課題解決に取り組み、

共に地域にとって必要なサービスの提供主体となる共助社会づくりを推進することが

求められています。 

本調査は、福岡県及び県内の市町村におけるＮＰＯ・ボランティア団体との協働事業

を把握し、今後の協働の促進に向けた施策の参考とするため、平成 14 年度から毎年実

施しています。 

 

２ 調査の概要 

（１）実施概要 

  実施：令和４年３月 

  対象：福岡県及び県内60市町村 

  回答率：100％ 

  調査方法：電子メール 

 

取りまとめた回答一覧はＨＰに掲載しています。 

 

※福岡県のＨＰ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）内で 

「令和４年度 協働事業実績調査」のキーワードで検索してください。 

 

なお、掲載している事業は、下記の協働の定義により、県及び市町村において協働事

業と判断され、回答されたものです。今後の事業企画及び実施の参考にしていただくた

め、協働事業の形態を広義に捉えて掲載しています。 

 

（２）用語の定義及び協働の形態・分野 

協働という言葉には、統一的な定義がありません。本県では、「協働」を次のとおり

定義します。 

協働とは、ボランティア団体・ＮＰＯ、行政、企業のそれぞれの主体性・自発性のもとに、

互いの特性を認識・尊重し合いながら、対等な立場で、共通の目的を達成するため協力・協調

すること 

（出典：平成15年３月「ボランティア団体・NPOと行政、企業との協働に関する基本指針（福岡県）」 

 

また、ＮＰＯに含まれる団体の範囲についても狭義から広義まであり、使い方は統一

されていません。そこで、本県では、ＮＰＯ・ボランティア団体を次のとおり定義しま

す。 

ボランティア団体・ＮＰＯとは、不特定かつ多数のものの利益の増進のため、自発的に社会

貢献活動を行う、営利を目的としない民間団体 

（出典：平成15年３月「ボランティア団体・NPOと行政、企業との協働に関する基本指針（福岡県）」 
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ＮＰＯ・ボランティア団体との協働には、様々な形態が考えられます。それぞれの事

業に応じ、最も効果的な協働形態を選択することは、協働事業の可否に関わる重要な要

因となります。 

 

①  協働委託 

    行政がＮＰＯ・ボランティア団体に対し協働になじむ事業を委託する形態 

   ＊本県では、ＮＰＯ等と協働で委託事業を実施する場合を特に「協働委託」と呼び、

通常の委託とは区別して考えています。 

 

②  補助 

    ＮＰＯ・ボランティア団体が主体的に行う公益性の高い事業に対し、その事業等を

育成、助長するため金銭等を交付する形態 

 

③  実行委員会・協議会 

    ＮＰＯ・ボランティア団体と行政で実行委員会・協議会を組織し、主催者となって

事業を行う形態 

 

④  共催 

    ＮＰＯ・ボランティア団体と行政が主催者となって共同で一つの事業を行う形態 

 

⑤  後援 

    ＮＰＯ・ボランティア団体が行う公益性の高い事業に対し、行政の後援名義の使用

を認めて支援する形態 

 

⑥  物的支援（公の財産の使用等） 

    公益性の高い活動を行うＮＰＯ・ボランティア団体に対し、公共の空き施設を提供

することや、活動に必要な物品や用具等を支援する形態 

 

⑦  人的支援 

    ＮＰＯ・ボランティア団体が行う活動に対し、職員の派遣等を行うことにより支援

する形態 

 

⑧  アダプトシステム 

    地域に密着したＮＰＯ・ボランティア団体がその地域にある道路や河川などの「里

親」になって清掃や植生管理を行う。行政と協定書を結び、行政は必要な用具の貸与

や損害保険の負担、活動団体の掲示などを行う形態 

 

⑨  事業計画段階への参加 

    事業検討の際にＮＰＯ・ボランティア団体から提案を受けるなど県民ニーズや協働

事業に関する意見を求める形態 
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  ⑩ 情報交換・情報提供 

    双方が持っている情報を積極的に提供し、活用し合う形態 

 

  ⑪ 指定管理 

    公の施設の管理運営を委ねる形態 

 

  ⑫ その他 

    上記の形態に当てはまらない項目 

 

   また、ＮＰＯ・ボランティア団体は様々な分野で活動しており、特定非営利活動促進

法に基づく２０分野についても併せて調査を行っています。 

 

  ①保健・医療・福祉の増進   

  ②社会教育の推進 

  ③まちづくりの推進 

  ④観光の振興 

  ⑤農山漁村・中山間地域の振興 

  ⑥学術・文化・芸術・スポーツの振興 

  ⑦環境の保全 

  ⑧災害救援 

  ⑨地域安全 

  ⑩人権擁護・平和推進 

  ⑪国際協力 

  ⑫男女共同参画社会の形成 

  ⑬子どもの健全育成 

  ⑭情報化社会の発展 

  ⑮科学技術の振興 

  ⑯経済活動の活性化 

  ⑰職業能力の開発・雇用機会の拡充 

  ⑱消費者の保護 

  ⑲１～１８の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助 

  ⑳その他 
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３ 調査結果 

（１）協働件数  

 ＜県＞ 

令和３年度の協働事業件数は、160件（本庁124件、出先36件）となっています。新

型コロナウイルス感染症の影響により協働で事業を行う機会が減少し、令和2年度に大

幅に件数が減少しましたが、徐々に社会活動が再開したことから、件数が増加していま

す。 

 

 
 ＜市町村＞ 

令和３年度の協働事業件数は1,340件で、県と同様に新型コロナウイルス感染症の影

響を受け、大幅に減少していますが、令和２年度よりも件数は増加しています。 

 

協働事業件数が少しずつでも回復するよう、ＮＰＯとの関係の維持や事業担当職員へ

の協働の理解を深めるための研修・情報発信の充実が求められます。 
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（２）協働形態  

＜県＞ 

本庁「協働委託｣が36件と最も多く、全体の24％を占めています。また、昨年度新型コロナ

ウイルス感染症の影響もあり、大幅に減少した「後援」の件数が増加し、２番目に多

くなっています。 

協働委託 36

後援 27

情報交換・情報提供 23

実行委員会・協議会 20

補助 14

その他 13

共催 6

物的支援 3

事業計画段階への参加 3

アダプトシステム 2

協働形態（本庁）

       
    

出先 本庁では０件となっている「人的支援」が15件と最も多く、全体の34％を占めていま

す。続いて「実行委員会・協議会」「共催」となっています。また、本庁では該当のあ

る「補助」「協働委託」「事業計画段階への参加」「アダプトシステム」が、出先では０

件となっています。                   

 

人的支援 15

実行委員会・協議会 10

共催 10

物的支援 4

情報交換・情報提供 3

後援 2

協働形態（出先）

       

  

＜市町村＞ 

県にはない「指定管理」が65件あります。また「補助」の割合も県より高くなってい

ます。 

補助 341

協働委託 305

物的支援 249

共催 198

その他 187

情報交換・情報提供 166

実行委員会・協議会 143

人的支援 109

後援 96

指定管理 65

事業計画段階への参加 60

アダプトシステム 24

協働形態（市町村）
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⑦環境保全 15

⑬子どもの健全育成 9

②社会教育 7

⑥学術・文化・芸術・スポーツ 4

①保健・医療・福祉 2

③まちづくり 1

④観光振興 1

活動分野（出先）

（３）活動分野  

＜県＞ 
本庁「①保健・医療・福祉｣が最も多く、続いて「⑬子どもの健全育成」「⑥学術・文化・芸

術・スポーツ」となっています。また、出先機関に比べると、「②社会教育」の割合が
低いものとなっています。 

①保健・医療・福祉 24

⑬子どもの健全育成 20

⑥学術・文化・芸術・スポーツ 20

⑦環境保全 17

⑲団体への助言・援助 12

⑨地域安全 12

⑫男女共同参画社会 7

⑤農山漁村・中山間地域 6

④観光振興 6

③まちづくり 6

⑳その他 3

⑱消費者保護 3

⑧災害救援 3

⑯経済活動 2

②社会教育 2

⑰職業能力開発・雇用機会拡充 1

⑪国際協力 1

⑩人権擁護・平和推進 1

活動分野（本庁）

    

出先 本庁に比べ、「⑦環境保全」の割合が高く、全体の38％を占めています。続いて「⑬子
どもの健全育成」「②社会教育」となっています。また、本庁では該当のある「⑧災害
救援」や「⑫男女共同参画」等が、出先では０件となっています。 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
＜市町村＞ 
県と同様、「①保健・医療・福祉の増進」「⑦環境保全」「⑬子どもの健全育成」の割合
が高くなっているほか、「③まちづくりの推進」が11%と高い割合を占めています。 
 

       
①保健・医療・福祉 277

⑦環境保全 230

⑬子どもの健全育成 222

③まちづくり 174

⑥学術・文化・芸術・スポーツ 171

④観光振興 90

⑲団体への助言・援助 87

②社会教育 86

⑳その他 85

⑫男女共同参画社会 50

⑨地域安全 40

⑩人権擁護・平和推進 23

⑪国際協力 19

⑤農山漁村・中山間地域 15

⑧災害救援 11

⑯経済活動 9

⑱消費者保護 8

⑰職業能力開発・雇用機会拡充 7

⑭情報化社会 3

⑮科学技術 1

活動分野（市町村）
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４ 協働の事例 

ここでは、実施された協働事業のうち、県、市、町からそれぞれ１事業ずつを抽出して

います。 

具体的な事例を知ることで、協働の始め方や進め方、協働相手との関係作りなど、協働

実践の参考としていただければ幸いです。 
 

初めに、「福岡県障がい者アートレンタル事業」を紹介します。福岡県文化振興課と特定
非営利活動法人まるが協働し、障がいのある方が持っている多様な能力・才能に触れる機会
を県民に提供するとともに、障がいのある方の収入向上、文化芸術活動を通じた社会参加を
推進する取組を実施しました。 

（１）県 ■事業名：福岡県障がい者アートレンタル事業 

 ■協働のパートナー 

   行 政：福岡県人づくり・県民生活部文化振興課 

   ＮＰＯ：特定非営利活動法人まる 

次は、那珂川市における「地域猫活動」を紹介します。那珂川市と那珂川ねこネットワー
クが協働し、飼い主のいない猫の生活環境改善の取組を実施しました。 

（２）市 ■事業名：地域猫活動  

 ■協働のパートナー 

   行 政：那珂川市環境課 

   ＮＰＯ：那珂川ねこネットワーク  

最後は、新宮町における「父子料理教室」を紹介します。新宮町とNPO法人ファザーリン
グジャパンが協働し、男女共同参画社会の実現に向け、男性の家事・育児への参画を促進す
るためにお父さんと子どもを対象とした料理教室を実施しました。 

（３）町  ■事業名：父子料理教室  

  ■協働のパートナー 

   行 政：新宮町社会教育課 

 ＮＰＯ：ＮＰＯ法人ファザーリングジャパン 
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福岡県障がい者アートレンタル事業 
 

協働期間 

 

 

協働のパートナー 役割分担 

 

 

 

 
                         

協働の背景・課題 

福岡県⽂化芸術活動実態調査（令和 2 年）によると、「障がい者の⽂化芸術作品等の販売等の
事業活動を⾏う機会」が⼗分に確保されていない（なし︓63.8％）ことから、障がいのある人が⽂化芸
術活動を通じて社会参加（作品の価値発信、収入向上）する機会を確保する必要があったため「福
岡県障がい者アートレンタル事業」の実施に至りました。 

特定非営利活動法人まるには、本事業実施前から、「福岡県障がい者⽂化芸術活動支援センター」
の運営業務を委託しており、県内障がい者アーティストの活動支援や相談受付を⾏ってもらっているほか、
県内 4 か所で運営する障害福祉サービス事業所では既に障がい者アーティスト作品のプロモーションを実
施し、そのアート作品の商品化に関するノウハウを有していたことから、施策⽴案にあたり相談したことがき
っかけで協働することとなりました。 

 

取組の概要  

障がいのある⽅が持っている多様な能⼒・才能に触れる機会を県⺠に提供するとともに、障がいのある
⽅の収入向上、⽂化芸術活動を通じた社会参加を推進するため、障がいのある⽅が制作した作品のレ
プリカを官公庁、企業、団体等へ貸し出し、その料⾦の⼀部（30％）を制作者へ還元しています。 
 
事業のスキーム 

令和 3 年６⽉〜継続中  

⾏  政︓人づくり・県⺠⽣活部⽂化振興課 
ＮＰＯ︓特定非営利活動法人まる 

 

⾏  政︓事業の委託、企画、広報 
ＮＰＯ︓実務全般 

県 
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 成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでに県庁をはじめとする官公庁のほか、医療機関や飲食店など幅広い業種の企業や団体、
また個人の⽅へレンタルし、令和 3 年度の実績（10 ⽉〜3 ⽉）については、レンタル作品数（延
べ）137 件、レンタル先数（延べ）36 件、レンタル料の総額は約 130 万円、うち制作者への還元
額は約 40 万円となっています。 

また、令和４年度の実績（１⽉末現在）については、レンタル作品数（延べ）310 件、レンタル
先数（延べ）105 件、レンタル料総額は約 350 万、うち制作者への還元額は約 105 万円となって
おり、障がいのある⽅の社会参加と収入向上に寄与しています。今後は、事業 6 年目（令和 8 年
度）までに事業収支が⿊字化することを目指しています。 
 
 
 
 

 

施策⽴案段階で、特定非営利活動法人まるに相談した際に、障がい者のアート作品の商品化にあ
たっては、作品の使用権の活用が重要であると助言をいただいたことから、本事業では、原画ではなく、
レプリカを貸し出すこととしています。これにより、場所を選ばず展示することができるようになり、様々な
場所で障がい者のアート作品を楽しむことができるようになりました。 

 

 

県庁行政棟地下１階 県民レストラン「けんちょう Food Marche」での展示風景  

 

TAKESHI「サン・サン」 

 

井上愛「明日への出発」 
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 地域猫活動 
 

協働期間 

 

 

協働のパートナー 役割分担 

 

 

 

 

                         

 

協働の背景・課題 

飼い主のいない猫（野良猫）が引き起こすフンや鳴き声、猫に与えられたエサの放置、⼦猫を産んで
困っているなどの相談が市に多く寄せられ、対策を講じる必要がありました。そこで、県（筑紫保健所）
や動物病院、猫の保護活動をされているボランティアの方々と連携し、那珂川市に適した支援について
考えることになり、令和２年８⽉と１１⽉に情報交換会を開催しました。その情報交換会をきっかけに、
個⼈ボランティアの方々同⼠の交流が⽣まれ、令和３年６⽉に 10 名程度のボランティアグループの「那
珂川ねこネットワーク(通称名︓NNN)」が発⾜し、市と協働しながら活動を⾏うこととなりました。 
 

取組の概要  

野良猫による⽣活環境被害(猫の繁殖、ふん尿等被害)を軽減しつつ、猫は愛護動物のため駆除、
殺処分できないため野良猫に⼀代限りの⽣を全うさせ、数年かけて地域から野良猫を減らしていく⽣活
環境改善のための「地域猫活動」を⾏っています。①TNR 活動（野良猫を保護(捕獲)（Trap）し、
不妊去勢⼿術(Neuter)を施して、元の場所へ戻す(Return) ）②適切な餌やり③トイレの設置④
餌場・トイレの清掃・管理が主な活動内容です。 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 6 ⽉〜継続中 

⾏  政︓那珂川市環境課 
ＮＰＯ︓那珂川ねこネットワーク 

（通称名︓NNN） 

⾏  政︓資⾦助成、市⺠からの苦情相談受
付、相談地域との連携 

ＮＰＯ︓地域猫活動（捕獲、病院搬入まで
の管理、譲渡会開催等）の実施、 
相談地域との連携 

市 

※譲渡会状況 
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成果 

令和3年度から、公益財団法⼈どうぶつ基⾦「さくらねこ無料不妊⼿術事業（⾏政枠）」を活用し、
地域の⾃治会⻑が先頭に⽴って地域猫活動を推進する地区が出来、また、約220頭（毎⽉約10〜
15 頭）が不妊去勢⼿術で地域猫(さくらねこ※)になることができました。さらに令和4 年度からは、那珂
川市独⾃の「不妊去勢⼿術費補助⾦制度」(オス 20 頭、メス 20 頭の計 40 頭)が予算化され、今後
も積極的に野良猫を地域猫にして⾏く活動を継続していきます。 

※さくらねこ︓不妊（避妊・去勢）⼿術済の印に⽿先をさくらの花びらの形にカットした猫(呼び名)のことです。この⽿のことを「さくら⽿」(V 字
カットされた⽿)といいます。印をつけることで再捕獲を防ぐとともに、⼿術済であることがわかります。 

  
今後の展望 

今後とも、「地域猫活動」が継続できるよう、市と団体で連携して取り組むほか、地域猫活動に関する勉
強会を開催し、地域のボランティアを増やす取り組む活動を⾏っていきます。「那珂川ねこネットワーク」と
の連携協⼒や、協働団体に頼らない、相談地域でのボランティアを増やしていく(⾃治会ボランティアグル
ープ)ための捕獲保護の方法、⼿術後のトイレの設置、餌場・トイレの清掃・管理などの勉強会を開催し
ていくことが必要です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
たくさんの地域猫活動のボランティアグループの方々と情報交換をすることができ、譲渡会開催時

の勉強会講師、捕獲保護時のお世話のやり方、地域での地域猫活動の推進方法など、⾏政では
⼿が届かない細やかな対応を学ぶことができました。今後とも、福岡市や筑紫地区 4 市(春日市、
大野城市、筑紫野市、太宰府市)の隣接⾃治体と連携しながら、広域的な地域猫活動の推進を
目指します。ボランティアさん達の協⼒があってこそ、この事業の推進ができています︕ 

※捕獲保護の保管搬出状況 
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父子料理教室 
 

協働期間 

 

 

協働のパートナー 役割分担 

 

 

 

 

協働の背景・課題 

新宮町は近年転⼊者が増え、若い世帯が多く子育て支援を積極的におこなっています。また、最近は
男性も家事・育児に参加している方が多いことから、更なる男⼥共同参画社会の実現に向け、男性の
家事・育児への参画を促進するために⽗子料理教室を企画し、令和２年から実施しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 4 月〜 継続中 

⾏  政︓新宮町社会教育課 
ＮＰＯ︓ＮＰＯ法人ファザーリングジャパン 

 

⾏  政︓参加者の募集、連絡・調整 
ＮＰＯ︓企画・運営 

町 
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取組の概要 
令和２年から年に１回、これまでに３回の⽗子料理教室が開催され、延べ１８組の親子が参加し

ています。午前中の 2 時間半くらいの時間で、⽗子が役割分担をしながら、一緒に 3 品程度の料理を
作成します。参加された方々のアンケートの結果から、「とても楽しかった」「また参加したい」「家でも作っ
てみたい」などの意⾒が出ていました。 

 

  
令和 4 年 12 月 17 日開催 【⽗子親子教室「パパとパパっとごはん」】 

 
〜メニュー〜 

・きのことウィンナーのシチュー 
・蒸し焼き野菜 ツナマヨディップソース 
・チョコイチゴとチョコバナナ 

 

 

 

 

 

 

工夫した点 

コロナ禍において、人数の制限や換気の徹底などの対策をしながら実施をしました。 
講師の先生が、フルーツをチョコレートでコーティングすることなど子どもたちにもできる工程を考えてくれて

いたので、毎回⽗子ともに参加者の皆さんが楽しそうに料理を作っています。 
 
  
 

 

男性の家事・育児への参画の観点からとても意義のある講座です。今後も協働団体と一緒に講
座の実施や啓発を⾏っていきたいです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 
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１ 福岡県におけるＮＰＯ法人の現状 

 

（１）認証法人数の推移 

福岡県内の認証法人数は、1,695法人(令和4年3月末)であり、全国の法人数50,786

（法人)の3.3％を占めています。 

都道府県単位で比べると、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、北海道、埼玉県、愛

知県、千葉県に次いで9番目です。 

なお、福岡県における認証法人数は、平成 28 年度まで増加していましたが、設立法

人の減少及び解散法人の増加により、平成 29 年度に初めて減少に転じ、令和 3 年度も

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村別認証法人数（令和4年3月末現在） 

市町村名 件数 市町村名 件数 市町村名 
件

数 
市町村名 件数 

福岡市 644 直方市 18 田川郡川崎町 8 田川郡添田町 4 

北九州市 301 那珂川市 16 糟屋郡新宮町 8 築上郡築上町 4 

久留米市 113 小郡市 15 遠賀郡岡垣町 8 田川郡糸田町 4 

飯塚市 46 大川市 15 みやま市 7 糟屋郡宇美町 3 

糸島市 38 福津市 15 三潴郡大木町 7 遠賀郡芦屋町 3 

太宰府市 36 柳川市 13 京都郡苅田町 6 糟屋郡須恵町 3 

大牟田市 31 朝倉市 13 糟屋郡篠栗町 6 田川郡福智町 2 

大野城市 31 筑後市 13 八女郡広川町 6 築上郡吉富町 2 

八女市 28 中間市 10 鞍手郡小竹町 5 田川郡香春町 2 

宗像市 28 嘉麻市 10 京都郡みやこ町 5 糟屋郡久山町 1 

春日市 22 豊前市 9 糟屋郡粕屋町 5 三井郡大刀洗町 1 

行橋市 20 糟屋郡志免町 9 鞍手郡鞍手町 5 田川郡赤村 1 

田川市 20 うきは市 9 遠賀郡水巻町  4 築上郡上毛町 1 

筑紫野市 19 宮若市 8 遠賀郡遠賀町  4 合計 1,695 

古賀市 18 朝倉郡筑前町 8 嘉穂郡桂川町 4 
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（２）活動分野 

福岡県内の認証法人(1,695法人)について、活動分野別にみると、「保健、医療又は福

祉の増進を図る活動」を活動目的に掲げる法人が1,013法人であり、全体の約60％を占

めています。 

そのほか、「子どもの健全育成を図る活動」、「まちづくりの推進を図る活動」を活動

目的に掲げる法人がそれぞれ809法人(47.7％)、803法人(47.4％)となっています。 

 

   
 

２ 調査票 

 

（１）記入要領及び記入例  

別紙1のとおり 

 
※  県、市町村、県警に対して調査を行っており、ここでは参考として、県への調査時に使用したものを掲
載しています。 
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ＮＰＯ・ボランティア団体と行政との 
協働事業実績調査記入要領 

 

１ 調査目的 

本調査は、福岡県及び県内の自治体におけるＮＰＯ・ボランティア団体との協働事業を把握

し、今後の協働の促進に向けた施策の参考とするため実施するものです。 

 

２ 調査対象 

  ＮＰＯ・ボランティア団体と協働して実施した事業（令和３年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 調査票の記入方法 

別途記入例を参照のうえ、以下のとおり記入してください。 

（１） 事業の変更、終了、追加について 

前回、令和３年３月の調査で回答いただいた令和２年度実績の内容を入力していますの

で、令和３年度実績について、以下のとおり記入してください。 

①  記載内容に変更がある場合は、朱書き訂正（溶け込み）を行ってください。 

②  以下の選択肢より「分類」欄を入力のうえ、事業終了や実績なしの場合は、セル全体

をグレーに塗りつぶしてください。 

・新 規 ･･･ 新規事業又は記載漏れの新規掲載 

・継 続 ･･･ 前回調査以前から掲載されている継続事業 

・終了（単発） ･･･ R2 年度単発事業の終了 

・終了（継続） ･･･ 継続事業の終了 

・中止（コロナ）･･･ 継続の意向はあるが新型コロナの影響により事業を実施できなかったもの 

・ＮＰＯ等なし ･･･ 事業は継続しているが、R3 年度はＮＰＯ等との協働実績なし 

・そ  の  他 ･･･ その他の理由により実績なし 

※Ｒ3年度の実績として公表するものは「新規」と「継続」のみ  

なお、以下の場合は「中止（コロナ）」ではなく「継続」としてご回答ください。 

・コロナにより事業規模を縮小したが、一部実施した場合 

・コロナによりイベント等の開催は中止したが、自治体とＮＰＯ間で協議の実施等、何ら

かの協働があった場合 

＜用語の定義＞ 

○ＮＰＯ・ボランティア団体 

この調査における「ＮＰＯ・ボランティア団体」とは、ボランティア団体や市民活動団体、

特定非営利活動法人等の「自発的・継続的に社会的活動（活動の利益が専ら特定の個人や団体

のためではなく､不特定多数の利益の増進に寄与するための活動）を行う営利を目的としない

団体」をいい、公益法人等（一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、社会福祉法人、学校

法人、医療法人、宗教法人、農業協同組合、生活協同組合、共済組合等）を除きます。 

 ○協働 

  この調査における「協働｣とは、「ＮＰＯ・ボランティア団体、行政、企業のそれぞれの主

体性・自発性のもとに、互いの特性を認識・尊重し合いながら、対等な立場で、共通の目的を

達成するため協力・協調すること」と定義します。具体的な協働の例については、下記「５ 

協働の形態について」を御参照ください。 

別紙１ 
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③  新たに事業を追加する場合は、行を追加のうえ、朱書き入力してください。なお、昨

年度以前から継続して実施している事業の記入漏れ等がありましたら、追記してくだ

さい。 

 

（２）「活動分野」と「協働形態」について 

実施した事業が該当する活動分野及び協働の形態について、下記「４ 活動分野について」

及び「５ 協働の形態について」の表を参照のうえ、記入してください。 

 

（３）「実績値」について 

  「協働形態」欄にて「協働委託」「補助」「指定管理」を記入した場合は、以下の例を参

考に実績値を記入してください。 

・協働委託：委託料、採択団体数、イベント等の開催回数・延べ参加者数 

・補助  ：助成金額、助成団体数 

・指定管理：指定管理料       等 

なお、令和３年度実績集約中などの理由で記入が締切に間に合わない場合は、「未」と

記入ください。６月頃に改めて確認させていただきます。 

 

 （４）「工夫した点」について 

以下の例を参考に、事業実施の際に工夫した点について記入してください。 

・役割分担が明確にできた 

・ＮＰＯの独創的な発想を活かすことができた 

・事業に広がりが生まれた 

・限られた資金の中で、効果を生むことができた 

 

 （５）「特に効果があった事業」について 

他のモデルとなるような先進的な事例であると思われるもの、他自治体などに広く広報

したい事業など、協働によって事業目的達成に高い効果があったものについては、「○」を

入力してください。 

「○」を入力していただいた事業については、協働のモデル事業として広報する候補に

させていただきたいので、幅広にご紹介ください。 

 

（６）「担当者」について 

担当者氏名と連絡先を記入してください。公開はせず、こちらから問い合わせをする際

の参考とさせていただきます。 

なお、担当者が事業実施時と回答時で異なる場合は、回答時の担当者を記入してくださ

い。 

 

（７）「更新/確認年月日」について 

調査票が更新されているかどうかを確認するための項目になりますので、作業後、入力内

容を更新/確認した年月日をご記入ください。 

 

（８）協働事業実績総件数について 

取りまとめ担当課におかれましては、各所属の協働事業実績総件数について、集計シート

にご記入ください。 
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４ 活動分野について 

 

活動分野 説明 

１ 保健・医療・福祉の増進 

２ 社会教育の推進 

３ まちづくりの推進 

４ 観光の振興 

５ 農山漁村・中山間地域の振興 

６ 学術・文化・芸術・スポーツの振興 

７ 環境の保全 

８ 災害救援 

９ 地域安全 

１０ 人権擁護・平和推進 

１１ 国際協力 

１２ 男女共同参画社会の形成 

１３ 子どもの健全育成 

１４ 情報化社会の発展 

１５ 科学技術の振興 

１６ 経済活動の活性化 

１７ 職業能力の開発・雇用機会の拡充 

１８ 消費者の保護 

１９ １～１８の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助 

２０ その他 
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５ 協働の形態について 

 

協働形態 説明 実施例 

協働委託 
行政がＮＰＯ・ボランティア団体に対

し協働になじむ事業を委託する形態 

子どもの健全育成の活動を行うＮＰ

Ｏ・ボランティア団体に対し小学生向

けの体験学習を実施する業務を委託。

事業実施にあたり、行政は関係各所と

の連絡調整や広報を実施。ＮＰＯ・ボラ

ンティア団体は事業の企画立案、運営

全般を実施。 

補助 

ＮＰＯ・ボランティア団体が主体的に

行う事業に対し、その事業等を育成、助

長するため金銭等を交付する形態 

ＮＰＯ・ボランティア団体の事業への

経費助成を行う。 

実行委員会・

協議会 

ＮＰＯ・ボランティア団体と行政で実

行委員会・協議会を組織し、主催者とな

って事業を行う形態 

環境啓発に関するイベントの実行委員

会にＮＰＯ・ボランティア団体が委員

として参画する。 

共催 

ＮＰＯ・ボランティア団体と行政が主

催者となって共同で一つの事業を行う

形態 

児童虐待防止の啓発イベントを児童保

護の取組を行うＮＰＯ・ボランティア

団体と共催で実施する。 

後援 

ＮＰＯ・ボランティア団体が行う事業

に対し、行政の後援名義の使用を認め

て支援する形態 

ＮＰＯ・ボランティア団体が実施する

イベントへの後援を行う。 

物的支援 

（公の財産の 

使用等） 

ＮＰＯ・ボランティア団体に対し、公共

の空き施設を提供することや、活動に

必要な物品や用具等を支援する形態 

ＮＰＯ・ボランティア団体に対し、会議

室の無償貸し出しを行う。 

人的支援 

ＮＰＯ・ボランティア団体が行う活動

に対し、職員の派遣等を行うことによ

り支援する形態 

ＮＰＯ・ボランティア団体が主催する

フォーラムの受付補助をする。 

アダプトシス

テム 

地域に密着したＮＰＯ・ボランティア

団体がその地域にある道路や河川など

の「里親」となって清掃や植生管理など

を行う。行政と協定書を結び、行政は必

要な用具の貸与や損害保険の負担、活

動団体の掲示などを行う形態 

協定を結んだＮＰＯ・ボランティア団

体に用具を貸し出し、河川敷地等の清

掃を行ってもらう。 

事業計画段階

への参加 

事業検討の際にＮＰＯ・ボランティア

団体から提案を受けるなど県民ニーズ

や協働事業に関する意見を求める形態 

・審議会等にＮＰＯ・ボランティア団体

に参画してもらい意見を求める。 

・ＮＰＯ・ボランティア団体からの政

策・事業提案を募集する。 

情報交換・ 

情報提供 

双方が持っている情報を積極的に提供

し、活用し合う形態 

ＮＰＯ・ボランティア団体との意見交

換会の開催 

指定管理 
公の施設の管理運営をＮＰＯ・ボラン

ティア団体に委ねる形態 
体育施設等の指定管理 

その他 上記の形態に当てはまらない項目 

・ＮＰＯ・ボランティア団体が主催する

イベントの広報協力 

・ボランティア募集の補助 

・ＮＰＯ・ボランティア団体が実施する

事業に対する関係機関との連絡調整 
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■
記
入
例
（
調
査
票
）
 

　
　

・保
存

の
際

、
フ

ァ
イ

ル
名

に
保

存
日

時
・課

名
・回

答
担

当
者

名
を

つ
け

て
く
だ

さ
い

（下
記

例
参

照
）

　
　

　
→

フ
ァ

イ
ル

名
例

：【
20

23
04

10
 社

会
活

動
推

進
課

 井
上

】

　
　

・以
下

を
参

考
に

内
容

を
更

新
し

て
く
だ

さ
い

。

部
本
庁

Ｎ
ｏ
．

課
分
類
（
非
公
表
）

事
業
名

事
業
概
要

活
動
分
野

実
績
値

協
働
の
相
手
方

協
働
期
間

工
夫
し
た
点

協
働
の
課
題

特
に
効
果
が

あ
っ
た
事
業

担
当
者
名

（
内
線
）

更
新
/
確
認

年
月
日

備
考

○
○
部

1
○
○
課

継
続

Ａ
事
業

子
ど
も
の
健
全
育
成
の
活
動
を
行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

に
対
し
小
学
生
向
け
の
体
験
学
習
を
実
施
す
る
業
務
を
委
託
。

事
業
実
施
に
あ
た
り
、
行
政
は
関
係
各
所
と
の
連
絡
調
整
や
広

報
を
実
施
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
は
事
業
の
企
画
立
案
、

運
営
全
般
を
実
施

②
⑬

協
働

委
託

・
採
択
団

体
数

：
１
団

体
・

学
習
教

室
：

１
０
回

・
の
べ
参

加
人

数
：
１

９
８
名

・
実
施
費

用
：

未

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
○
○

○
月
○
日

～
○
月
○
日

○
○
○
　
○
○

（１
１
１
１
）

R
4.
4.
1

○
○
部

2
○
○
課

継
続

Ｂ
事
業

環
境
保
全
の
取
組
に
関
し
て
、
実
践
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
対
し
補
助
金
を
交
付

⑦
補

助
・

採
択
団

体
数

：
１
０

団
体

・
実
施
費

用
：

５
０
０

万
円

（特
活
）○
○

○
月
○
日

～
○
月
○
日

○
○
　
○
○

（１
１
１
２
）

R
4.
4.
2

○
○
部

3
○
○
課

継
続

Ｃ
実
行
委
員
会

○
○
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

と
実
行
委
員
会
を
組
織
し
、
年
間
を
通
じ
て
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。

⑤
実
行

委
員

会
・
協

議
会

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
○
○

○
○
の
会

○
月
○
日

○
月
○
日

○
月
○
日

○
○
　
○
○

（１
１
１
３
）

R
4.
4.
3

○
○
部

4
○
○
課

継
続

Ｄ
事
業

Ｄ
Ｖ
防
止
の
講
演
会
に
つ
い
て
、
シ
ェ
ル
タ
ー
を
運
営
す
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
の
共
催
で
実
施
。

⑫
共

催

コ
ロ
ナ
に

よ
り

講
演
会

の
開
催

自
体
は

中

止
し
た
が

、
自

治
体
と

Ｎ
Ｐ
Ｏ

間
で
開

催

に
向
け
定

例
協

議
を
3回

実
施
し

た
。

○
○
協
議
会

○
月
○
日

○
○
　
○
○

（１
１
１
４
）

R
4.
4.
4

○
○
部

5
○
○
課

終
了
（単
発
）
Ｅ
事
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
基
本
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
現
状
を
と
り
ま
く
現
況
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
る
た
め
の
講
座
を
開
催

⑤
後

援
○
○
○
○

○
月
○
日

○
○
　
○
○

（１
１
１
５
）

R
4.
4.
5

○
○
部

6
○
○
課

継
続

Ｆ
事
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
対
し
、
会
議
室
を
無
料
で
提
供
す

る
。

⑥
物
的

支
援

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
○
○

○
月
○
日

～
○
月
○
日

○
○
　
○
○

（１
１
１
６
）

R
4.
4.
6

○
○
部

7
○
○
課

継
続

Ｇ
事
業

（特
活
）○
○
が
実
施
す
る
行
事
の
受
付
補
助
と
し
て
職
員
を
派

遣
⑦

人
的

支
援

物
的

支
援

（特
非
）○
○

○
月
○
日

○
○
　
○
○

（１
１
１
７
）

R
4.
4.
7

○
○
部

8
○
○
課

継
続

Ｈ
事
業

○
○
川
の
河
川
敷
地
の
清
掃
・植
生
管
理
に
つ
い
て
協
定
を
締

結
。
必
要
な
用
具
・資
材
等
の
貸
与
を
行
う

⑧
ア
ダ
プ

ト
シ

ス
テ

ム
○
○
の
会

○
月
○
日

～

○
月
○
日

○
○
　
○
○

（１
１
１
８
）

R
4.
4.
8

○
○
部

9
○
○
課

継
続

Ｉ会
議

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
企
業
、
行
政
な
ど
の
各
主
体
に
お
け
る

協
働
に
向
け
た
自
主
的
な
行
動
と
実
践
の
取
組
を
進
め
る
た

め
、
協
働
を
実
践
す
る
上
で
の
課
題
解
決
方
策
の
検
討
や
提

案
を
行
う

⑨
事
業
計

画
段

階
へ
の

参
加

（特
非
）○
○

　
　
ほ
か
○
団
体

○
月
○
日

Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
独
創
的
な

発
想
を
活
か
す
こ
と

が
で
き
た

〇
○
○
　
○
○

（１
１
１
９
）

R
4.
4.
9

○
○
部

10
○
○
課

継
続

Ｊ事
業

○
○
に
つ
い
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
の
意
見
交
換
会

を
行
う

⑩
情
報
交

換
・

情
報

提
供

○
○
○
○

○
月
○
日

○
月
○
日

新
規
参
加
団
体
の

確
保

○
○
　
○
○

（１
１
２
０
）

R
4.
4.
10

○
○
部

11
○
○
課

継
続

Ｋ
事
業

○
○
図
書
館
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
○
○
を
指
定

②
指
定

管
理

・
採
択
団

体
：

１
団
体

・
年
間
予

算
：

３
０
０

万
円

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
○
○

○
月
○
日

～

○
月
○
日

○
○
　
○
○

（１
１
２
１
）

R
4.
4.
11

○
○
部

○
○
課

新
規

Ｌ
事
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
実
施
す
る
「○
○
事
業
」の
広
報
に
つ

い
て
協
力
を
実
施

③
そ
の
他

（
広

報
支

援
）

（特
活
）○
○

○
月
○
日

～

○
月
○
日

○
○
　
○
○

（１
１
２
２
）

R
4.
4.
12

■
記
⼊
例
（
調
査
票
）

■
フ
ァ
イ
ル
名
に
つ
い
て

協
働
形
態

【
新
た
に
事
業
を
追
加
す
る
場
合
】

⾏
を
追
加
し
、
「
朱
書
き
」
で
記
載
す
る

【
事
業
終
了
や
実
績
な
し
の
場
合
】

分
類
を
選
択
し
、
セ
ル
全
体
を
グ
レ
ー
に
塗
り
つ
ぶ
す【
記
載
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合
】

「
朱
書
き
」
で
訂
正
す
る

団
体
名
を
記
⼊
す
る

「
本
庁
No

.」
に
つ
い
て
は
、

こ
ち
ら
で
ま
と
め
て
修
正
し
ま
す

調
査
要
領

５
「
協
働
の
形
態
に
つ
い
て
」

を
参
考
に
記
⼊
す
る

※
枠
が
足
り
な
い
場
合
は
「
備
考
」
欄
に
追
記
し
て
く
だ
さ
い
。

調
査
要
領

4「
活
動
分
野
に
つ
い
て
」

を
参
考
に
該
当
す
る
数
字
を
記
⼊
す
る

※
複
数
該
当
す
る
場
合
は
併
記
し
て
く
だ
さ
い
。

■
以
下
に
該
当
す
る
場
合
は
本
欄
を
記
入
く
だ
さ
い
。

→
「
協
働
形
態
」
欄
で

「
協
働
委
託
」
「
補
助
」
「
指
定
管
理
」
を

記
⼊
し
た
場
合

※
そ
れ
以
外
の
形
態
の
場
合
も
、
実
績
値
と
し
て
表
せ
る
も
の

が
あ
れ
ば
、
積
極
的
に
ご
記
⼊
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
記
入
内
容
例

→
「
採
択
団
体
数
」

「
イ
ベ
ン
ト
等
の
開
催
回
数
・
延
べ
参
加
者
数
」

「
助
成
⾦
額
」

「
指
定
管
理
料
」

等
※
令
和
3年

度
実
績
集
約
中
な
ど
の
理
由
で
記
⼊
が
締
切
に
間

に
合
わ
な
い
場
合
は
「
未
」
と
記
⼊
く
だ
さ
い
。

調
査
票
を
記
⼊
後
、
更
新
/確

認
年
⽉
⽇
を
⼊
⼒
す
る

※
更
新
の
有
無
の
確
認
の
た
め
、
必
ず
ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。
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